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平成２１年度山梨工業会神奈川支部
次 第 （平成２１年６月２７日（土） 於 ワークピア横浜）

１.総会 １５：００～１５：３０ ３Ｆやまゆり 司会 吉川副支部長(土木４０)

（１）開会の辞 吉川副支部長(土木４０)

（２）支部長挨拶 石渡支部長（化学５１ ）

（３）議事 議長 石渡支部長（化学５１ ）

１） 平成２０年度事業報告 中村副支部長（機械４８）

２）平成２０年度会計報告 〃
３） 会計監査報告 田中監事（電気修４４）

４） 平成２１年度事業計画 中村副支部長（機械４８）

（４）役員改選 石渡支部長（化学５１ ）

（５）新役員挨拶 新支部長
（６）閉会の辞 吉川副支部長(土木４０)

２．特別講演（１５：４０～１６：４０）３Fやまゆり 講師紹介 石渡前支部長（化学５１ ）
「アジアの流域水問題と山梨大学グローバルCOE」

＊グローバルCOE（センター・オブ・エクセレンス）プログラムは、文部科学省が世界をリード

する創造的な人材育成を図るために、国際的に卓越した教育拠点の形成を５年に亘って
重点的に支援するものです

講師 山梨大学大学院医学工学総合研究部 教授 工学博士 砂田 憲吾 氏

S４４ 土木工学科卒、S４６ 土木工学専攻終了）



３．懇親会 （１７：００～１９：００）B1ユーフォニー 司会 副支部長
（１）支部長挨拶 新支部長
（２）来賓祝辞 山梨工業会本部 砂田常務理事

東京支部 斎藤事務局長

（３）乾杯 最年長者
（４）懇親
（５）中締め 最若年者
（６）閉会挨拶 副支部長

平成２１年度山梨工業会神奈川支部



（平成２０年４月1日～平成２１年３月31日）
平成２０, ４,  １７ 第一会理事会開催（平成２０年度支部総会開催要領ほか）

２０, ５,  ８ 平成２０年度支部総会案内発送
２０, ５, ３１ 平成２０年度本部総会に３名出席

出席者 石渡支部長、吉川副支部長、中村副支部長
２０, ６,  １３ 平成２０年度東京支部総会に支部長出席
２０, ６,  ２１ 平成２０年度神奈川支部総会を開催

講師 山梨大学大学院医学工学総合研究部
教授 工学博士 原本 雄一郎 氏

２０, １０,  ２５ 平成２０年度神奈川支部電気情報会に支部長出席
２０, １２, １９ 第二会理事会開催（平成２１年度支部総会について）
２１, １, ３１ 山梨工業会報に「平成２１年度神奈川支部総会のお知らせ」の掲載を依頼

（平成２１年３月 山梨工業会報第１０７号に掲載）
２１， ２，１２ 東京支部、神奈川支部、千葉支部で共催された産学公技術交流会に支部員

数名出席

議案４ ） 平成２１年度事業計画 （平成２１年４月1日～平成２２年３月31日）
概ね前年度に準じて実施します。会計も同程度を予定しております。

尚、現在まで以下の事業を実施しています。
平成２１, ４,  １６ 平成２１年度第一会理事会開催（平成２１年度支部総会開催要領ほか）

２１,   ５, １１ 平成２１年度支部総会案内発送
２１, ６,   ６ 平成２１年度本部総会に出席 吉川副支部長、中村副支部長 他出席
２１,  ６,  １２ 平成２１年度東京支部総会に出席 石渡支部長、他出席

議案 １） 平成２０年度事業報告 （平成２１年６月２７日）





砂田憲吾ホームページ

http://www.cec.yamanashi.ac.jp/sunada/index.html

ブランタス川



４） 山梨工業会神奈川支部会則

第1章 総 則
第1条 この会の名称は，山梨工業会神奈川支部とする。
第2条 この会は会員相互の親睦を図り，山梨工業会の支部として活動する。

第2章 会 員
第3条 この会の会員は神奈川県内に在住，若しくは在勤する山梨工業会の会員とする。

また，理事会で決め，総会の承認を得て下記を決定することが出来る。
イ 旧会員を特別会員とする。
ロ 当支部の為に功績のあった会員を顧問とする。

第3章 役 員
第4条 この会に次の役員をおく。

支部長 1 名
副支部長 若干名
理 事 若干名
監 事 2名以上
幹 事 若干名

第5条 役員の選出の方法
支部長 理事の互選によって選出する。
副支部長 理事の互選によって選出する。
理 事 会員の中より互選によって選出する。
監 事 会員の中より互選によって選出する。
幹 事 支部長が理事の中より指名する

第6条 役員の任期は2年とし，重任を妨げない。
役員の改選の時期は3月とする。



第7条 役員の職務は次のとおりとする。
・支部長は支部を代表し，総会を招集すると共に支部の会務を処理する。
・副支部長は支部長を補佐し，不在の場合は代行する。
・理事は理事会を組織し，会の業務を執行する。
・監事は民法第59号（財産の状汎業務の執行の状況を監査する等）に準じての職務を行う。
・幹事は支部長の命を受けて会務の執行を補助し，会の業務を処理する。

第4章 総 会
第8条 総会は予算及び決算に関する事項，事業計画に関する事項，その他の運営に関する重要な事項

審議決定する。
総会の議決は出席者の2／3以上の賛成を持って決する。
議長は支部長が行う。

第5章 会 計
第9条 この会の経費は，会費，寄付金及びその他の収入を持って充てる。

会員は年会費を納入するものとする。年会費の額は理事会において決定する。
この会の会計年度は4月1日に始まり，3月31日に終わる。

第6章 支部所在地
第10条 支部所在地は，支部長自宅または支部長が所属する企業とする。

第７章 雑 則
第11条 この会の会則の改廃変更は，総会において出席者の23以上の賛成による議決によらなければ

ならない。
附 則

第12条 本会則は平成4年5月26日より施行する。
本会則は平成20年6月21日より施行する。


